
行
政
委
員
会
の
意
思
決
定

神

﨑

一

郎

は
じ
め
に

平
成
二
四
年
九
月
、
新
た
な
行
政
委
員
会
が
発
足
し
た
。
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
な
施
策
を
策
定

し
、
又
は
実
施
す
る
事
務
等
を
つ
か
さ
ど
る
原
子
力
規
制
委
員
会
で
あ
る
。
こ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制

行
政
と
い
う
そ
の
任
務
の
性
格
か
ら
か
、
そ
の
意
思
決
定
に
係
る
委
員
長
の
代
理
権
（
一
〇
条
四
〜
六
項
）
と
い
う
珍
し
い
規
定
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
手
掛
か
り
に
、
行
政
委
員
会
の
「
独
立
性
」
を
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
本
稿
中
、
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、
筆
者
の
個
人
的
な
見
解
で
あ
る
。

一

行
政
委
員
会
の
独
立
性

行
政
委
員
会
（「
独
立
行
政
委
員
会
」、「
三
条
委
（
１
）

員
会
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
独
立
性
に
関
し
、
憲
法
六
五
条
や
六

六
条
三
項
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
六
五
条
は
、「
行
政
権
は
、
内
閣
に
属
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、

独
立
し
て
行
政
権
を
行
使
す
る
行
政
委
員
会
は
、
内
閣
の
「
統
轄
の
下
」
に
あ
る
と
は
い
え
（
国
家
行
政
組
織
法
一
条
）、
個
々
の
行

論

説
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政
作
用
を
独
立
し
て
行
使
す
る
以
上
、
憲
法
の
規
定
と
抵
触
関
係
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
最
近
は
、
行
政
に
つ
い
て
、
国
会
を
通
し
て
民

主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
せ
し
め
る
こ
と
が
憲
法
六
五
条
や
六
六
条
三
項
の
趣
旨
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
国
会
自
身
が
あ
る
行
政
作

用
を
あ
る
行
政
主
体
に
帰
属
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
、
内
閣
の
直
接
の
指
揮
監
督
下
に
置
く
こ
と
に
な
じ
ま
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、

一
定
の
独
立
性
を
付
与
す
る
こ
と
も
憲
法
と
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
見
解
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ（
２
）る。

な
お
、
こ
の
独
立
性
の
付
与
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
政
策
的
合
理
性
（
実

質
的
正
当
化
根
拠
）
が
必
要
で
あ
っ（
３
）て、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
職
務
遂
行
に
お
け
る
政
治
的
中
立
性
の
確
保
（
国
家
公
安
委
員
会
）、

専
門
的
技
術
的
判
断
の
必
要
性
（
公
正
取
引
委
員
会
、
原
子
力
規
制
委
員
会
）、
複
数
当
事
者
の
利
害
調
整
（
中
央
労
働
委
員
会
、
公
害

等
調
整
委
員
会
）、
準
司
法
手
続
の
必
要
性
（
公
安
審
査
委
員
会
）
な
ど
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
れ
ら
は
相
反
す
る
も
の
で
は

な
く
、
複
数
の
要
素
を
兼
ね
備
え
て
い
る
行
政
委
員
会
も
多
い
と
考
え
ら
（
４
）

れ
る
）。

二

独
立
性
を
担
保
す
る
た
め
の
規
定

１

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
に
お
け
る
独
立
性
を
担
保
す
る
た
め
の
規
定

こ
の
よ
う
な
独
立
性
に
関
す
る
論
点
を
反
映
し
て
、
行
政
委
員
会
の
設
置
法
律
に
は
、
独
立
性
を
担
保
す
る
た
め
の
規
定
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
を
例
に
と
っ
て
見
て
い
く
。

①

職
権
行
使
の
独
立
性

原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
五
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条
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
職
権
行
使
の
独
立
性
で
は
な
く
、
委
員
長
及
び
委
員
の
職
権
行
使
の
独
立
性
の
規
定
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）。

②

委
員
長
及
び
委
員
の
任
命
方
法

委
員
長
及
び
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
関
し
て
専
門
的
知
識
及
び
経
験
並
び
に

高
い
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
（
同
法
七
条
一
項
）。
委
員
長
の
任
免

は
、
天
皇
が
認
証
す
る
（
同
条
二
項
）。
任
命
の
際
に
両
議
院
の
同
意
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
委
員
長
若
し
く
は
委
員
が
心

身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
委
員
長
若
し
く
は
委
員
に
非
違
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
こ

れ
を
罷
免
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
、
両
議
院
の
同
意
が
必
要
に
な
る
（
同
法
九
条
二
項
）。

③

委
員
長
及
び
委
員
の
任
期

委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
は
、
原
則
と
し
て
、
五
年
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
八
条
一
項
）。
こ
の
規
定
は
、
任
期
中
は
身
分
保
障
が

な
さ
れ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

④

罷
免
事
由
の
限
定

内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
長
又
は
委
員
が
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
（
同
法
九
条
（
５
）

一
項
）。
ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
長
若
し
く
は
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き

な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
委
員
長
若
し
く
は
委
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
長
若
し
く
は
委
員
た
る
に
適
し
な
い
行
為

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
原
子
力
規
制
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
ら
を
罷
免
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
二
項
）。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
罷
免
事
由
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
委
員
長
及
び
委
員
の
身
分
保
障
を
図
る
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
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２

他
の
行
政
委
員
会
に
お
け
る
独
立
性
を
担
保
す
る
た
め
の
規
定

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
他
の
行
政
委
員
会
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
設

け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
公
正
取
引
委
員
会
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
職
権
行
使
の
独
立
性
（
独
占
禁
止
法
二
八
条
）、
任
命
の
際
の
国
会
同
意

（
同
法
二
九
条
二
項
）、
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
（
同
法
三
〇
条
一
項
）
及
び
罷
免
事
由
の
限
定
（
同
法
三
一
条
）
の
規
定
が
あ
る
し
、

専
門
的
技
術
的
判
断
の
必
要
性
と
い
う
点
で
原
子
力
規
制
委
員
会
と
共
通
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
運
輸
安
全
委
員
会
に
つ
い
て
も
、

職
権
行
使
の
独
立
性
（
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
六
条
）、
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
（
同
法
九
条
一
項
）
及
び
罷
免
事
由
の
限
定
（
同

法
一
〇
条
）
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い（
６
）る。

三
「
独
立
性
」
の
意
味
の
検
討

こ
こ
で
、
行
政
委
員
会
の
独
立
性
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
「
独
立
性
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
内
閣
の
直
接
の
指
揮
監
督
下
に
置
く
こ
と
に
な
じ
ま
な
い
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
に
行
政
委
員
会
を
設
置
し
た
と
い
う

趣
旨
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
に
い
う
「
独
立
性
」
と
は
、
当
該
事
務
に
係
る
個
別
の
行
政
作
用
に
つ
い
て
、
大
臣
等
の
上
級
機
関
か
ら

指
揮
監
督
を
受
け
な
い
と
い
う
意
味
の
は
ず
で
あ
る
（
作
用
上
の
独
立
性
）。
委
員
会
が
個
別
の
行
政
作
用
に
係
る
意
思
決
定
を
行
う

に
当
た
っ
て
は
議
決
が
必
要
で
あ
る
が
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
一
〇
条
三
項
）、
作
用
法
上
の
独
立
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、

委
員
長
及
び
委
員
の
職
権
行
使
の
独
立
性
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
組
織
面
で
支
え
る
た
め
に
、「
委
員
長
及

び
委
員
の
任
命
方
法
」、「
任
期
」、「
罷
免
事
由
の
限
定
」
等
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
組
織
法
上
の
独
立
性
）。

《論 説》
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と
こ
ろ
で
、
行
政
委
員
会
の
独
立
性
を
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
存
在
以
前
に
、
合
議
体
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
く
る
本
質
的
な
も
の
で

あ
る
と
説
明
す
る
見
解
が
あ
る
。
佐
藤
功
教
授
は
、
行
政
委
員
会
は
、
そ
の
審
議
や
意
思
決
定
が
構
成
員
の
合
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
大
臣
等
の
上
級
機
関
の
指
揮
監
督
等
に
な
じ
ま
な
い
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
大
臣

等
は
、
内
部
部
局
や
地
方
支
分
部
局
等
の
下
部
機
関
に
対
す
る
と
異
な
り
、
そ
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
訓
令
等
に
よ
る
指
揮
監
督
を

な
し
え
な
い
。
行
政
委
員
会
も
大
臣
の
統
轄
の
下
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
通
常
の
指
揮
監
督
権
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
統
轄
関

係
は
、
独
立
性
を
害
し
な
い
限
度
に
お
け
る
管
理
的
な
事
項
、
例
え
ば
、
予
算
・
経
理
等
の
事
項
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ（
７
）る。

四

委
員
会
の
意
思
決
定
に
係
る
委
員
長
の
代
理
権
の
検
討

以
上
を
手
掛
か
り
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
意
思
決
定
に
係
る
委
員
長
の
代
理
権
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

１

原
子
力
規
制
委
員
会
の
意
思
決
定

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
会
議
に
つ
い
て
、
委
員
長
及
び
二
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ

ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
定
足
数
の
規
定
が
あ
り
（
一
〇
条
二
項
）、
ま
た
、
委
員
会
の
議
事
は
、
出

席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
同
条

三
項
）。

設
置
法
に
は
、
さ
ら
に
、
一
定
の
場
合
に
、
委
員
長
に
お
い
て
特
に
緊
急
を
要
す
る
た
め
委
員
会
を
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い
と

認
め
る
と
き
又
は
委
員
会
の
会
議
若
し
く
は
議
事
の
定
足
数
を
欠
い
て
い
る
と
き
は
、
委
員
長
は
、
一
定
の
事
項
に
関
し
、
委
員
会

を
臨
時
に
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
あ
る
（
同
条
（
８
）

四
項
）。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
合
議
体
の
意
思
決
定
を
、
そ
の
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合
議
体
の
構
成
員
の
一
人
で
あ
る
委
員
長
が
一
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
行
政
委
員
会
の
「
独
立

性
」
の
観
点
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
合
議
体
の
意
思
決
定
を
一
人
で
行

う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
論
構
成
」
と
「
合
議
体
の
意
思
決
定
を
一
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
要
件
設
定
」
と
い
う
二
つ
の
側

面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

２

合
議
体
の
意
思
決
定
を
一
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
理
論
構
成

組
織
法
上
、
あ
る
機
関
の
権
限
を
他
の
機
関
等
が
行
使
す
る
構
成
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①

権
限
の
委
任

権
限
の
委
任
は
、
行
政
庁
が
そ
の
権
限
の
一
部
を
自
己
の
意
思
に
基
づ
い
て
他
の
行
政
機
関
又
は
所
属
職
員
に
委
譲
す
る
こ
と
で

あ（
９
）る。
委
任
機
関
の
権
限
が
受
任
機
関
に
移
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
（
受
任
機
関
の
名
で
権
限
が
執
行
さ
れ
、
処
理
の
効
果
は
受
任

機
関
に
帰
属
す
る
）。

仮
に
、
行
政
委
員
会
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
委
員
長
へ
の
権
限
の
委
任
を
導
入
す
る
な
ら
ば
、
権
限
行
使
の
効
果
が
受
任
機
関
に

帰
属
す
る
以
上
、
作
用
法
上
の
行
政
庁
は
委
員
会
で
は
な
く
「
委
員
長
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
組
織
法
上
も
「
委
員
長
」
を
新
た

な
行
政
庁
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
行
政
委
員
会
が
そ
の
構
成
員
に
権
限
を
委
任
す
る
立
法
例
と
し
て
、
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
地
教
行
法
」
と
い
う
）
が
あ
り
、
地
教
行
法
二
六
条
一
項
は
、
教
育
委
員
会

が
「
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
、
又
は
教
育
長
を
し
て

臨
時
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
（
前
半
部
分
。
教
育
長
は
、
教
育
委
員
会
の
委
員
（
委
員
長
を
除
く
）
で
あ
る
者
の

う
ち
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
委
員
会
の
構
成
員
の
一
人
で
あ
る
。
地
教
行
法
一
六
条
二
項
）。

《論 説》

１７６



②

権
限
の
代
理

権
限
の
代
理
は
、
本
来
、
行
政
庁
の
地
位
を
占
め
て
い
な
い
者
が
そ
の
行
政
庁
の
権
限
を
行
使
し
、
そ
の
行
政
庁
に
効
果
が
帰
属

す
る
も
の
で
あ（

１０
）る。

代
理
に
は
、
授
権
行
為
に
よ
っ
て
代
理
関
係
が
発
生
す
る
授
権
代
理
と
授
権
事
由
が
法
定
さ
れ
て
い
る
法
定
代
理
が
あ
る
。

授
権
代
理
は
、
い
わ
ゆ
る
任
意
代
理
で
あ
り
、
教
育
委
員
会
の
権
限
の
教
育
長
に
よ
る
代
理
を
認
め
て
い
る
の
が
例
で
あ
る
（
地

教
行
法
二
六
条
一
項
）。

法
定
代
理
に
は
二
種
類
あ
り
、
一
定
の
要
件
（
行
政
庁
に
事
故
が
あ
る
と
き
や
欠
け
た
と
き
な
ど
）
が
発
生
し
た
場
合
に
指
定
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
代
理
関
係
が
生
じ
る
指
定
代
理
と
（
指
定
は
あ
ら
か
じ
め
し
て
お
い
て
も
よ
い
。
内
閣
法
九
条
、
一
〇
条
、
地
方
自
治

法
一
五
二
条
二
項
・
三
項
な
ど
）、
法
定
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
と
当
然
に
代
理
関
係
が
生
じ
る
狭
義
の
法
定
代
理
（
地
方
自
治
法
一
五

二
条
一
項
な
ど
）
が
あ
る
。

③

専
決
・
代
決

権
限
を
対
外
的
に
委
任
し
た
り
、
代
理
権
を
付
与
し
た
り
せ
ず
に
、
実
際
上
、
補
助
機
関
が
行
政
庁
の
名
に
お
い
て
権
限
を
行
使

す
る
も
の
で
あ
る
。
権
限
自
体
が
他
の
機
関
に
委
譲
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
、
委
任
や
代
理
と
は
異
な（

１１
）る。

３

委
員
長
の
代
理
権
の
検
討

右
の
整
理
か
ら
す
る
と
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
一
〇
条
四
項
は
、
法
定
の
事
由
が
発
生
す
る
と
当
然
に
代
理
関
係
が
生
じ

る
狭
義
の
法
定
代
理
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
そ
の
も
の
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
、
授
権
代
理
的
構
成
を
と
っ

て
い
る
立
法
例
と
し
て
、
教
育
委
員
会
の
例
の
検
討
を
し
て
お
く
。
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既
に
み
た
よ
う
に
、
教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育

長
に
委
任
し
、
又
は
教
育
長
を
し
て
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
地
教
行
法
二
六
条
一
項
）。
こ
れ
は
、
合
議
体
で
あ
る
教

育
委
員
会
は
、
そ
の
会
議
に
よ
っ
て
事
務
を
処
理
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
す
べ
て
の
事
務
を
会
議
に
か
け
て
い

た
の
で
は
事
務
能
率
の
低
下
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
教
育
委
員
会
は
大
所
高
所
か
ら
重
要
な
事
項
の
み
を
会
議
に
お
い
て
決

定
し
、
そ
の
他
は
教
育
長
に
ゆ
だ
ね
て
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
た
た
め
と
さ
れ
て
い（

１２
）る。
効
率
性
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、「
合
議
体
」
で
あ
る
こ
と
は
独
任
制
の
行
政
庁
に
比
べ
て
効
率
性
が
低
下
す
る
こ
と
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
合
議
制

の
機
関
を
採
用
し
た
段
階
で
、「
効
率
性
」
よ
り
も
「
独
立
性
」
を
優
先
す
る
と
い
う
政
策
判
断
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
合
議
体
に
よ
る
事
務
効
率
の
低
下
と
併
せ
て
、
教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
内
容
に
照
ら
し
て
（「
独
立
性
」
よ
り
も

「
効
率
性
」
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
）、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
用
意
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
教

育
委
員
会
の
委
員
長
は
、
委
員
会
の
会
議
を
主
宰
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
地
教
行
法
一
二
条
三
項
）、
他
の
多

く
の
行
政
委
員
会
の
よ
う
に
、
会
務
の
総
理
権
の
規
定
は
な
く
（
例
え
ば
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
は
、
委
員
長
は
会
務
を
総
理
す

る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
同
法
六
条
二
項
）、
そ
の
代
わ
り
に
、
教
育
長
が
、
教
育
委
員
会
の
指
揮
監
督
の
下
に
、
教
育
委
員
会
の
権

限
に
属
す
る
す
べ
て
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
と
さ
れ
て
い
る
（
地
教
行
法
一
七
条
一
項
）。
こ
れ
ら
は
、
教
育
委
員
会
の
つ
か
さ
ど
る

事
務
の
内
容
に
照
ら
し
て
制
度
設
計
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
、
教
育
委
員
会
は
、
行
政
委
員
会
の
中
で
も
特
殊
な

例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な（

１３
）い。

そ
れ
で
は
、
法
定
代
理
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
原
子
力
規
制
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
委
員
長
の
代
理
権
が
行
政
委
員
会
の
独
立
性
と
相
い
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
で
あ
る
（
理
論
構
成
次
第
で
は
、
憲
法
と
の
関
係
が
蒸
し
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
）。

《論 説》
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既
に
み
た
よ
う
に
、
行
政
委
員
会
の
独
立
性
の
核
心
部
分
は
、
当
該
行
政
委
員
会
が
つ
か
さ
ど
る
個
別
の
行
政
作
用
に
つ
い
て
、

大
臣
等
の
上
級
機
関
か
ら
指
揮
監
督
を
受
け
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
仮
に
、
法
定
の
代
理
権
発
生
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
、

委
員
長
と
い
う
独
任
制
の
行
政
庁
が
新
た
に
出
現
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
大
臣
等
の
上
級
機
関
と
の
間
に
指
揮
監
督
関
係
が
発
生
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
子
力
規
制
行
政
に
お
い
て
行
政
委
員
会
制
度
が
採
用
さ
れ
た
趣
旨
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
委
員
会
と
委
員
長
と
の
間
に
法
定
代
理
関
係
が
発
生
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
大
臣
と
委
員
長
の
間
に
指
揮

監
督
の
ラ
イ
ン
が
出
現
す
る
と
は
考
え
づ
ら（

１４
）い。

そ
し
て
、
法
定
代
理
関
係
が
発
生
し
た
場
合
に
被
代
理
機
関
で
あ
る
委
員
会
が
代

理
機
関
で
あ
る
委
員
長
に
対
す
る
指
揮
監
督
権
を
完
全
に
失
う
か
と
い
え
ば
、
確
か
に
代
理
権
発
生
の
法
定
事
由
は
「
委
員
長
に
お

い
て
特
に
緊
急
を
要
す
る
た
め
委
員
会
を
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
委
員
会
の
会
議
若
し
く
は
議
事
の
定
足
数

を
欠
い
て
い
る
と
き
」（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
一
〇
条
四
項
）
で
あ
っ
て
委
員
会
が
意
思
決
定
を
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
か
ら
、

被
代
理
機
関
が
欠
け
た
と
き
（
例
え
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
が
欠
け
た
と
き
の
臨
時
代
理
。
内
閣
法
九
条
）
と
同
視
で
き
る
と
い
う
考
え
も

あ
り
う
る
が
、
こ
の
場
合
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
な
く
な
る
（＝

欠
け
る
）
わ
け
で
も
な
く
、
一
時
的
に
意
思
決
定
が
で
き
な
い

状
態
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
委
員
長
は
、
臨
時
に
代
理
権
を
行
使
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
代
理
し
た
事
項
を
次
の
原

子
力
規
制
委
員
会
の
会
議
に
お
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
一
〇
条
五
項
）。
こ
の
こ

と
に
照
ら
せ
ば
、
原
子
力
規
制
員
会
の
委
員
長
に
対
す
る
潜
在
的
な
指
揮
監
督
権
は
な
お
消
滅
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い（

１５
）か。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
独
立
性
は
な
お
侵
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
、
行
政
委
員
会
の
独
立
性
の
根
拠
を
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
に
求
め
る
と
、
合
議
に
よ
る
意
思
決
定
が
行
わ

れ
な
い
た
め
に
、
大
臣
等
の
上
級
機
関
に
よ
る
指
揮
監
督
が
復
活
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
る
が
、
委
員
長
の
代

行政委員会の意思決定
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理
権
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
委
員
会
に
よ
る
潜
在
的
な
指
揮
監
督
が
存
在
す
る
以
上
、
大
臣
等
の
上
級
機
関
に
よ
る
指
揮

監
督
が
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

政
策
的
合
理
性
（
実
質
的
正
当
化
根
拠
）
と
合
議
体
の
意
思
決
定
を
一
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
る

場
合
の
要
件
設
定
に
つ
い
て

残
る
問
題
は
、
合
議
体
の
意
思
決
定
を
一
人
で
行
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
行
政
委
員
会
制
度
を
採
用
し
た
政
策
的
合
理
性
（
実
質

的
正
当
化
根
拠
）
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
際
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
合
議

体
の
意
思
決
定
を
一
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
要
件
設
定
、
す
な
わ
ち
代
理
権
発
生
の
法
定
要
件
の
設
定
と
代
理
権
の
範
囲

で
あ
る
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
原
子
力
規
制
行
政
に
お
け
る
行
政
委
員
会
制
度
の
採
用
の
政
策
的
合
理
性
は
、
専
門
的
技
術
的
判
断
の
必
要

性
や
、
そ
の
判
断
に
対
す
る
政
治
的
中
立
性
の
確
保
で
あ（

１６
）る。

一
方
、
原
子
力
規
制
行
政
に
お
い
て
、
緊
急
事
態
発
生
時
の
判
断
に

一
刻
の
猶
予
も
な
ら
な
い
こ
と
は
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ（

１７
）る。
そ
こ
で
、
法
は
、
代
理
権
発
生
事

由
を
「
委
員
長
に
お
い
て
特
に
緊
急
を
要
す
る
た
め
委
員
会
を
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
委
員
会
の
会
議
若
し

く
は
議
事
の
定
足
数
を
欠
い
て
い
る
と
き
」
と
定
め
る
と
と
も
に
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
一
〇
条
四
項
）、
代
理
権
の
範
囲
を

原
子
力
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
時
の
同
事
態
の
認
定
な
ど
の
六
つ
の
項
目
に
限
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
同
項
各
号
）。
と
す
る

と
、
こ
の
代
理
権
発
生
の
要
件
設
定
は
、
原
子
力
規
制
行
政
の
特
殊
性
と
い
う
、
原
子
力
規
制
行
政
に
お
け
る
専
門
的
技
術
的
判
断

の
必
要
性
や
そ
の
判
断
に
対
す
る
政
治
的
中
立
性
の
確
保
と
い
う
政
策
的
合
理
性
自
体
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
、
政
策
的
合
理
性
を
失
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

《論 説》
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お
わ
り
に

最
近
、
行
政
委
員
会
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
教
育
行
政
の
世
界
に
お
い
て
は
教
育
委
員

会
制
度
の
見
直
し
も
唱
え
ら
れ
て
お（

１８
）り、

久
々
に
新
設
さ
れ
た
三
条
委
員
会
で
あ
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
の
代
理
権
を
題

材
に
と
っ
て
、
行
政
委
員
会
の
独
立
性
と
そ
れ
を
支
え
る
政
策
的
合
理
性
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
あ
る
行
政
分
野
を
つ
か
さ
ど

る
行
政
委
員
会
制
度
を
設
計
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
独
立
性
の
本
質
を
押
さ
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
え
る
政
策
的
合
理
性

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。

（
１
）
国
家
行
政
組
織
法
三
条
に
行
政
機
関
の
一
種
と
し
て
規
定
さ
れ
る
た
め
に
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
（
省
の
外
局
と
し
て
庁
と
と
も
に
置
か
れ
る
。

同
条
三
項
）。
内
閣
府
設
置
法
六
四
条
に
規
定
さ
れ
る
内
閣
府
に
置
か
れ
る
委
員
会
も
含
め
て
、
便
宜
上
、
三
条
委
員
会
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
、

公
正
取
引
委
員
会
及
び
国
家
公
安
委
員
会
（
以
上
、
内
閣
府
設
置
法
六
四
条
）
並
び
に
公
害
等
調
整
委
員
会
、
公
安
審
査
委
員
会
、
中
央
労
働
委

員
会
、
運
輸
安
全
委
員
会
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
（
以
上
、
国
家
行
政
組
織
法
三
条
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
地
方
自
治
体
に
置

か
れ
る
委
員
会
と
し
て
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
等
が
あ
る
（
地
方
自
治
法
一
八
〇
条
の
五
）。

な
お
、「
三
条
委
員
会
」
に
対
し
て
、
国
家
行
政
組
織
法
八
条
に
規
定
さ
れ
る
「
審
議
会
等
」
を
「
八
条
委
員
会
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
八
条

委
員
会
は
、
三
条
委
員
会
と
同
様
に
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
が
、
三
条
機
関
と
異
な
り
、
諮
問
に
対
し
て
答
申
を
す
る
に
と
ど
ま
り
、
独
自
の
対

外
的
行
為
権
限
を
持
た
な
い
も
の
が
多
い
（
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ

第
四
版
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
二
年
）
八
二
―
八
九
頁
）。

（
２
）
宮
澤
俊
義
（
芦
部
信
喜
補
訂
）『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
日
本
評
論
社
（
一
九
七
八
年
）
四
九
七
―
四
九
八
頁
、
佐
藤
功
『
憲
法
（
下
）〔
新
版
〕』

有
斐
閣
（
一
九
八
四
年
）
八
八
一
―
八
八
四
頁
、
塩
野
前
掲
注
一
・
七
六
頁
。

（
３
）
塩
野
前
掲
注
一
・
七
五
―
七
六
頁
。

（
４
）
塩
野
前
掲
注
一
・
七
五
頁
、
佐
藤
功
『
行
政
組
織
法
〔
新
版
・
増
補
〕』
有
斐
閣
（
一
九
八
五
年
）
二
一
二
―
二
一
三
頁
。
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（
５
）
欠
格
事
由
と
し
て
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
で
あ
る
こ
と
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
、
一

定
の
原
子
力
事
業
者
と
関
係
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
七
条
七
項
）。

（
６
）
た
だ
、
全
て
の
行
政
委
員
会
が
同
種
の
身
分
保
障
の
規
定
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
行
政
委
員
会
に
分
配
さ
れ
た
事
務
に
性
質
に

よ
っ
て
か
、
置
か
れ
て
い
る
規
定
は
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
家
公
安
委
員
会
に
は
職
権
行
使
の
独
立
の
規
定
は
な
く
、
ま
た
、
国
家
公
安

委
員
会
、
公
安
審
査
委
員
会
及
び
中
央
労
働
委
員
会
（
公
益
委
員
）
に
は
、
政
党
要
件
（
同
一
の
政
党
に
所
属
す
る
委
員
を
一
定
数
以
下
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
超
え
た
と
き
は
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
佐
藤
功
前
掲
注
四
・
一
九
八
頁
、
二
六
七
―
二
六
九
頁
。
佐
藤
教
授
は
、
こ
の
裏
返
し
と
し
て
、
同
じ
く
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
審
議
会
等
に

も
お
の
ず
か
ら
独
立
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、
審
議
会
等
の
多
く
は
自
ら
国
家
意
思
を
決
定
表
示
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
大
臣
等
の
意
思
決
定
と

し
て
対
外
的
に
表
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
行
政
委
員
会
と
審
議
会
等
の
差
異
を
説
明
す
る
。

（
８
）
例
え
ば
、
原
子
力
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
、
一
〇
条
四
項
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
委
員
長
は
、
原
子

力
緊
急
事
態
の
発
生
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
９
）
菊
井
康
郎
「
権
限
の
委
任
と
代
理
」
田
中
二
郎
ほ
か
編
『
行
政
法
講
座

第
四
巻
』
有
斐
閣
（
一
九
六
五
年
）
一
三
一
―
一
三
二
頁
。

（
１０
）
菊
井
前
掲
注
九
・
一
三
九
頁
。

（
１１
）
菊
井
前
掲
注
九
・
一
三
二
、
一
四
〇
頁
。

（
１２
）
木
田
宏
『
逐
条
解
説
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
第
三
次
新
訂
）』
第
一
法
規
（
二
〇
〇
三
年
）
二
三
六
頁
。

（
１３
）
な
お
、
一
定
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
は
、
教
育
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
地
教
行
法
二
六
条
二
項
）。
こ
れ
を
、

合
議
制
の
行
政
庁
を
採
用
し
た
こ
と
自
体
に
内
在
す
る
理
論
的
制
約
と
捉
え
る
の
か
、
政
策
的
選
択
で
あ
る
と
捉
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
お

検
討
を
要
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
教
育
委
員
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
な
く
教
育
長
が
専
決
で
行
っ
た
分
限
免
職
処
分
の
有
効
性
に
つ
い
て

争
わ
れ
た
事
例
に
お
い
て
（
教
育
委
員
会
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
の
任
免
そ
の
他
の
人
事
に
関
す

る
こ
と
は
、
教
育
長
に
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
地
教
行
法
二
六
条
二
項
四
号
）、
最
高
裁
は
、
こ
れ
を
有
効
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
（
最

判
昭
和
四
三
年
二
月
一
六
日
教
職
員
人
事
関
係
裁
判
例
集
六
集
四
九
頁
）。
合
議
制
の
行
政
庁
を
採
用
し
た
趣
旨
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
包
括
的
な
委

任
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
い
う
「
合
議
制
の
行
政
庁
を
採
用
し
た
趣
旨
」
の
最
た
る
も
の
は
「
独
立
性
の
確
保
」（
上
級
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機
関
や
他
の
機
関
か
ら
の
指
揮
監
督
の
排
除
）
と
考
え
ら
れ
る
。
教
育
長
の
上
級
機
関
は
教
育
委
員
会
で
あ
り
（
地
教
行
法
一
七
条
一
項
）、
教
育

委
員
会
自
体
の
独
立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
以
上
、
教
育
委
員
会
か
ら
教
育
長
へ
の
委
任
は
「
独
立
性
」
と
は
直
接
の
関
係
な
い
問
題
で
あ
る
と

解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
「
独
立
性
」
を
支
え
る
政
策
的
合
理
性
（
実
質
的
正
当
化
根
拠
）
に
は
、
職
務
遂
行
に

お
け
る
政
治
的
中
立
性
の
確
保
、
専
門
的
技
術
的
判
断
の
必
要
性
、
複
数
当
事
者
の
利
害
調
整
、
準
司
法
手
続
の
必
要
性
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
的
合
理
性
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
委
任
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
合
議
制
の
機
関
が
採
用
さ
れ
た
趣
旨
を
失
わ
し
め
る
こ
と
に
な

る
た
め
、
こ
の
政
策
的
合
理
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
一
定
の
事
項
を
留
保
し
た
も
の
が
同
法
二
六
条
二
項
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
例
え
ば
、
規
則
制
定
権
を
教
育
長
に
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

（
１４
）
教
育
委
員
会
の
例
に
お
い
て
、
教
育
長
へ
の
委
任
・
代
理
が
行
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
首
長
か
ら
教
育
長
に
対
す
る
指
揮
監
督
関
係
が
発
生

す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
１５
）
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅲ
〔
第
二
版
〕』
有
斐
閣
（
二
〇
一
〇
年
）
五
一
頁
は
、
法
定
代
理
に
つ
い
て
、
被
代
理
機
関
が
代
理
機
関
に
対
し
て

指
揮
監
督
権
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
場
合
に
よ
り
異
な
る
と
す
る
（
被
代
理
機
関
が
欠
け
た
場
合
に
指
揮
監
督
権
を
行
使
で
き
な
い

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
外
遊
の
場
合
に
は
指
揮
監
督
権
を
認
め
る
）。

（
１６
）
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
制
定
時
の
国
会
審
議
に
お
い
て
、
近
藤
昭
一
衆
議
院
議
員
は
、
次
の
よ
う
に
法
案
の
説
明
を
し
て
い
る
。「
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
は
、
今
な
お
多
く
の
方
が
困
難
な
避
難
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
国
民
の
生
活
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
の
事
故
で
は
、
原
子
力
を
推
進
す
る
経
済
産
業
省
に

原
子
力
安
全
・
保
安
院
が
属
す
る
な
ど
、
規
制
機
関
の
独
立
性
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
や
原
子
力
規
制
機
関
に
専
門
的
知
識
を
有
し
た
人
材
も
能

力
も
欠
落
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
我
が
国
の
原
子
力
に
関
す
る
行
政
に
つ
い
て
の
問
題
点
が
次
々
と
明
ら
か
と
な
り
、
国
内
外
の
信
頼
は
大
き
く

損
な
わ
れ
ま
し
た
。（
中
略
）
今
回
の
事
故
の
深
い
反
省
に
立
ち
、
こ
の
よ
う
な
事
故
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
、
ま
た
、
損
な
わ
れ
た
信

頼
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、
原
子
力
の
安
全
に
関
す
る
行
政
の
体
系
の
再
構
築
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
私
ど

も
三
会
派
は
、
精
力
的
に
協
議
を
行
っ
た
結
果
、
本
起
草
案
を
ま
と
め
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
第
二
に
、
新
た
な
原
子
力
安
全
規
制
組
織

に
は
、
環
境
省
に
、
国
際
基
準
に
の
っ
と
っ
た
、
独
立
性
が
高
い
三
条
委
員
会
の
原
子
力
規
制
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
も
と
に
原

子
力
規
制
庁
と
称
す
る
事
務
局
を
置
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
」（
平
成
二
四
年
六
月
一
五
日
衆
議
院
環
境
委
員
会
）。
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（
１７
）
「
一
時
的
」
に
さ
え
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
を
作
り
出
せ
な
い
こ
と
が
原
子
力
規
制
行
政
の
特
質
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
含
め

て
政
策
的
合
理
性
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
１８
）
例
え
ば
、
教
育
再
生
実
行
会
議
の
第
二
次
提
言
（
平
成
二
五
年
四
月
一
五
日
）。
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